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報 止

創価大学法科大学院における民法 ・
民事訴訟法分野の演習

山

1は じめ に

法科大 学院 の 開学 か ち早3年 が経 とう として い る。2004年 度 に開設 した法科 大

学 院 に とって,法 学 未修 者 と して入学 した1期 生 の卒 業 を控 え た本 年 度(2006年

度)は,一 応 の完成 年度 に あた る。 この 間,全 国 の法科 大 学 院 に お いて,新 しい

法 曹養成 制度 に課せ られ た使命 を全 うす るべ く,様 々 な創 意工 夫 を重 ね なが ら法

学教 育 が な され て きた。 まだ,そ の よ うな教 育の成 果 を評 価 で きる段 階に はな い

が,人 材 育成 の ため に注が れた労 力 は必 ずや結 実す る もの と確 信 して い る。

本稿 で は,創 価 大 学法 科 大学 院(以 下,「本学」 という)に お け る民法 ・民事 訴 訟

法分 野 の演 習科 目につ いて,そ の教 育 内容 を報告す るこ とを 目的 とす る もので あ

る。既 に,法 科 大 学院 にお け る教 育 内容 につ いては い くつか の実践 報告 が公表 さ

れ て い るが1),そ の 内容 は具体 的 で あれ ば あ る ほ ど示 唆 に 富 む。 そ こ で本稿 で

は,民 法 ・民事 訴 訟法分 野 の演習科 目につ いて,そ の期 末試験 問題 を公 表す るこ

とに よって,本 学 にお け るカ リキュ ラムの横 断的展 開,具 体 的 な授 業 内容 を明 ら

1)本 稿が対象 とする民法 ・民事訴訟法分野の演習科 目の教育 内容の報告 として,遠 藤賢治

「民事法総合演習の試み一ロースクールの現場か ら一」判タ1174号13頁 ・同1175号77頁 ・同

1177号75頁 ・1180号82頁,潮 見佳男 「要件事実 に先立ち民法理論 と実体法 ・手続法の諸問

題の理解 を」 ロースクール研究1号49頁,笠 井正俊 「実体法 と手続法の理論的基礎 の上 に実

践的応用能力 を構築す る」同誌3号104頁,高 見進 「具体的な裁判例 を素材 にして,基 礎原

理 を深 く掘 り下 げて理解す る」同誌1号104頁,升 田純 「理論 と実務 の架け橋 となる教 育の

実践の試み(1)(2)」同誌2号127頁 ・同誌3号146頁 などがある。



216創 価 ロー ジャーナル第2号

かに し,大 方の批判 を仰 ぎたい。期末試験問題 を取 り上げ る理 由は,そ こに当該

科 目の教育内容 の特徴が端的に表れるか らである。

2本 学 におけ る民法 ・民事訴訟法分 野のカ リキュラム編成

具体 的 な期 末 試験 問題 の紹介 に入 る前 に,本 学 にお け る民法 ・民事 訴 訟決 分野

の教 育が どの よ うな カ リキュ ラム編 成 で行 われ てい るか を簡潔 に説 明 したい2)。

本 学 では,法 学 未修 者 を対 象 と した1年 次(第1セ メスター ・第2セ メスター)に

おいて,民 法(計12単 位),民 事 訴 訟法(計4単 位)に つ い て講義 形 式 で の教 育 を行

っ た後,第3セ メス ター(2年 次前期)か ら第5セ メ ス ター(3年 次前期)に か け

て,民 法 ・民事 訴 訟法分 野 に関す る演習科 目を5科 目配 置 して い る(下 図参照)。

まず,第3セ メス ター に は要 件事実 と事実 認定 の基礎 理論 を扱 う 「民事 法総合

Ijを 法律 基本科 目 として配 置 し,こ れ に4単 位 を充 てて い る。 これ と並行 す る

形 で,民 法分 野の うち総則 ・物権 法 を中心 とす る 「民事 法総 合II」 と,民 事 訴 訟

法分 野 を扱 う 「民事 法総合III」 に,各2単 位 を充 てて い る。続 いて,第4セ メス

ター で は,民 法分 野 の うち債 権 法 を中心 とす る 「民事 法総 合V」(2単 位)を 配 置

第1セ メス ター 第2セ メス ター 第3セ メス ター 第4セ メス ター 第5セ メス ター

民事法総合1

民法1・II 民 法III・IV (要件事 実 ・事 実

認定基礎理論) 民事法総合V

(民法判例事例2) 民事法総合VI

民事法総合II
(民事総括)

(民法判例事例1)

民事 法総 合・III
民事訴訟法1 民事訴訟法II

(民訴法判例事例)

2)本 学における民事法教育の内容の詳細は,藤 井俊二 「創価大学法科大学院における未修

者 クラスの民法教育」本誌1号35頁,小 野淳彦 「民事 法総合」同56頁,伊 藤滋夫 「創価大

学法科大学院におけ る要件事実教育の実情(1)」法科大学院要件事実研究所報1号48頁,拙 稿

「創価大学法科大学院における要件事実教育 の実情(2)」法科大学院要件事実研究所報1号53

頁で紹介 されている。
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し,第5セ メス ター には,民 法 ・民事 訴訟法 を融合 した形 で扱 う科 目 として 「民

事 法総合VI」 を配 置 して い る。 同科 目は2単 位 科 目であ るが,商 事 法分 野 も扱 う

ため,民 法 ・民事 訴訟 法分 野 に割 り当て られ るのは1単 位 相 当分 で あ る。

なお,周 辺分 野 の関連 科 目として,商 事 法 を扱 う演 習科 目 として 「民事 法総合

IV」(2単 位)が あ る外,第6セ メス ター の実務 基礎 科 目 として 「民事 訴 訟実務 の

基礎iA」 「同B」(各2単 位の選択必修)が あ る。

3各 科 目の期末試験問題

以下,民 法 ・民事 訴 訟法分 野 の演習科 目で あ る,民 事 法総合1,同II,同III,

同V,同VIに つ いて,各 科 目の期末 試験 問題 を掲載 す る。 問題 は,2年 次科 目に

つ いては2005年 度 の もの,3年 次科 目につ いて は2006年 度 の もので あ り,い ずれ

も現在3年 生 に在 学 して い る法学未修 者1期 生,法 学既修 者2期 生 が履修 した科

目であ る。

(1)民 事法総合1(要 件事実 ・事実認定基礎理論)一 第3セ メスター

民事法総合1の 授業 目的は,要 件事実 ・事実認定(特 に前者)論 の基本 を習得 し

て,今 後の民事法系の学習のための確固 とした基礎 を構築す ることにある。本試

験問題 は,そ のために必要な基礎的知識 ・理解 力 と具体的事案 についての適正 な

判断力が備わっているか どうか を判定す ることを目的 とした ものである

〔期末試験問題〕

*全 部 で3問 あ る。合 計60点 満 点 であ り,各 問へ の 配点 は次 の とお りで あ る。 第

1問 は10点,第2問 は,各 小 問 の配 点が それ ぞれ5点 ・計20点,第3問 は30点 であ

る。

以下の第1問 か ら第3問 までの各問に答 えよ。各問 とも字数制限は しない。

第1問 相 当期間 を定めて契約上 の債務の履行 を催告す る と同時に,「 その期 間

内に当該債務 の履行が ない ときは当該 契約 を解除す る。」 とい う表現の解 除の意
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思表示,す なわち,い わゆる停止条件付解除の意思表示のされ ることが,実 務上

ある。 この解除の意思表示 の表現 を,要 件事実論 の視点か ら考 えて相 当な表現に

書 き直せ。 そう書 き直 した理 由 も述べ よ。

第2問 下記の1か ら4ま での各小問に答 えよ。

1-1評 価的要件 につ いてはz評 価根拠事実 ・評価障害事実の ような具体 的事実

を主張 しなければな らない理 由を述べ よ。

回 以下 の叙述が正 しいか誤 ってい るかを述べ よ。 そう考 えた理 由 も述べ よ。

立証責任対象事実 を決定す る最終的基準は,立 証の困難 とい うことであ り,立

証の困難な事実についての立証責任 を当事 者に負わせ るこ とはない。例 えば,A

とい う事実が立証が困難であるとす ると,必 ずそれ と反対の立証の容易 な事実に

ついての立証責任 を対立す る他の当事者に負わせ なければならない。'

囹 以下の叙述が正 しいか誤 っているか を述べ よ。そ う考 えた理 由 も述べ よ。

売買契約 においては,売 買代金の額は,売 買代金請求の場合 には,本 質的要素

として主張が必要 であるが,売 買契約に基づ く目的物引渡請求の場合 には主張は

不要である。 同様に,賃 貸借契約においては,賃 貸期 間の何 らかの意味での具体

的定めは,賃 貸借契約 の期 間の終 了に基づ いて 目的物 の返 還 を請求す る場合 に

は,本 質的要素 として主張が必要であるが,賃 貸借契約に基づ く賃料請求の場合

には主張は不要である。

囚 以下の叙述が正 しいか誤っているか を述べ よ。そ う考 えた理由 も述べ よ。

売買契約には,売 主に も買主に も同時履行の抗弁権 がある。 したが って,売 主

も買主 も,相 手か ら債務 の履行 を請求 された場合には,同 時履行 の抗弁権 を行使

して,そ の請求 を拒絶す るこ とがで きる。 この場合に同時履行の抗弁権 が存在す

るということのみでは不十分 で,同 時履行 の抗弁権 が行使 され なければ ならな

い。 これ を同時履行の抗弁権の存在効果 と言 う。

第3問 以下 の双 方の言 い分 のすべ てが,当 該 訴訟 にお いて主 張 されて い るこ と

を前提 として,以 下 の双 方 の言 い分 に表 われ てい る訴 訟物,請 求 の趣 旨,要 件事

実(主 張自体失当の主張となるような事実摘示をしないこと),い わゆ る 「よ って書 き」

及 び要 件事 実 の認否 を述べ よ。 そ う考 えた理 由 も述べ る こ と。
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なお,「 本件 モー ター ボー ト」 とい う表現 で 目的物 の特 定 性 ・具 体 性 に問題 は

な くzか つ,Yが 支 払 っ た修 理代 金 額200万 円は相 当 な額 で あ った もの とす る。

Xが 訴 え を提 起 したの は,平 成17年6月20日 とす る。 この 設例 は,訴 訟 に至 る

までの時 間f訴 訟の進行 な どの状 態が,実 際 よ りもは るか に早 くな ってい るが,

その点は 問題視 しない こ と。

Cの 言い分1

平 成17年5月15日,私 は,友 入 で あ るYに 対 し,本 件 モー ター ボー ト(中 古

品。1艘 。以下 「本件ボー ト」 と言います)を 代 金600万 円 で売 りま した。代 金 の うち

400万 円 は同 日支 払 い を受 け,引 渡 し も同 日す ませ ま した。残 額 は,平 成17年6

月10日 に支 払 う との約 束 で した。

Yは,現 在 に至 る も本件 ボー トの残代金200万 円 を支 払 って くれ ませ ん。

Yと は前 か らの友 人 です か ら,遅 延 損 害 金 まで は支 払 い を求 め ませ ん が,私

はYに 対 し,本 訴 で,本 件売 買代 金 の残代 金200万 円の支 払 い を求 め ます。

Yは 本件 ボー トにつ いて,速 度 が 出 な くな った とい う よ うな こ とも言 って い

ます が,そ うい うこ とは全 くない はず です。 そ う した速 度 が 出な くな った状 態 が

あ る とい うこ とを強 く争 い ます。Yが こん な主 張 す るの は,一 種 の名 誉 殿損 で

す か ら,上 記200万 円の ほか に,慰 謝料 の支 払 い を求 め る用 意が あ ります。

しか し,仮 にYの 言 うよ うな状 態が あっ た と した ら,そ れ は本 件 ボー トに付

いて いた操 作 マニ ュアル どお りの操作 をYが しなか ったか らです。

本 件 ボー トが時 速60キ ロ出 るべ きもの だ との点 は認 め,修 理 の 点 は知 りませ

ん。

lYの 言 い分I

X主 張の 日に,X主 張 の 内容 の売 買 契約 を締 結 し,X主 張 の よ うに代 金 の 一

部 を支 払 って,本 件 モー ター ボー ト(以 下 「本件ボー ト」と言います)の 引渡 しを受

け ま した。

とこ ろで,本 件 ボー トです が,時 速60キ ロは 出ない といけ ない ものが,当 初5

日間ほ どは時 速60キ ロ出たの ですが,そ の後 は時速25キ ロ くらい しか 出な い状 態

が続 い て い ます。 これ につ いて は,Xに 修 理 を要 請 した の です が,Xは,十 分

調べ もせ ず,そ ん な はず は ない と言 って,何 度 言 って も取 り合 って くれ ませ ん。

それ で,仕 方が な く,平 成17年6月1日 に 甲に本件 ボー トの修 理 を依 頼 した と
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ころ,モ ー ター の取 り替 え とい う修理 が され,同 日修 理代 金200万 円 を甲 に支 払

い ま した。 これは,本 件 ボー トが悪か ったため に生 じた費用 です か ら,私 は,同

年7月15日 の本 件 口頭 弁 論 期 日で,Xに 対 し,こ の200万 円の修 理 代 金 債 権 で

Xの 本 訴売 買残代 金債権200万 円 を相 殺 しま した。 なお,名 誉 殿損 で あ る とのX

の 言 い分 は不 当 です 。

また,私 の ボー トの操 作 方 法 が悪 い な ど とい うこ とは な く,Xの 言 い掛 か り

です 。

したが って,Xの 本 訴請 求 はすべ て理 由が な く,棄 却 され るべ きです。

(2)民 事 法総 合11(民 法 判例事 例1)一 第3セ メス ター

民事 法総合IIは,民 法 の うち総 則 ・物権法 の分 野 を中心 とした演習 で あ る。下

記 問題 は,比 較 的短 め の事例 につ いて,い ず れ も実 体 法上 の 問題 点 を中心 に検 討

させ る もの であ るが,要 件事 実 の基礎理 論 と実 体 法上 の 問題 点 とを整合 的 に理 解

で きて い るか ど うか も問 う問題 で あ る。

なお,下 記 問題 の外 に,判 例 に関 す る基礎知 識 の定 着度 を測 るため,基 本 判例

の事案 を5行 前 後 に簡 略化 した設例 につ いて簡潔 に論 じさせ る問題(簡 易記述式問

題 と呼称 している)を10問 ほ ど出題 して い る(こ の点は,民 事法総合III,同Vも 同様であ

る。)。

〔期末試験問題〕

魎
(設例)

X倶 楽 部 は,乗 馬愛好 家約100名 か らな る権 利能 力 な き社 団 で あ る。X倶 楽 部

は,乗 馬場 と して使用 して い る土 地建 物,1年 前 に事務 所建 設予定 地 として購 入

した 甲土地,駐 車場 として利用 して い る乙土地,厩 舎,馬,車 両 な どの資産 を有

して い る。 規約 に よ り,こ れ らの資産 の うち登 記 ・登録 を要 す る ものの名義 は理

事 長名 義 とす るこ とに なって い る。

Aは,乗 馬愛好 家 の 間 では それ な りに有 名 な人 物 で あ り,2年 前 に請 わ れ て

X倶 楽 部 の理 事 長職 に就 い た。 とこ ろが,交 際 費名 目で過 大 な 出 費 を して い た

こ とを筈 め られ て,本 年5月1日 に理 事 長 職 を辞 した。Aの 本 業 で あ る不 動 産
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業 が経 営不 振 で,そ の運転 資金 に流用 され た とい う疑 い も囁か れ た。

後任 の理事 長候補 に はAの 不 正 を糾 弾 したBの 名 前 が挙 が ったが,Aと 親 し

い会員 らが反発 したため に臨時総会 を招集 す るに は至 らず,2ヶ 月間の理事 長不

在 の時期 を経 て,7月1日 の定 時総会 でBが 新理事 長 に選任 され た。

Bが 理事 長 の職 につ き,規 約 に したが って登 記 ・登録 名義 の変 更 手続 を取 ろ う

と した ところ,甲 ・乙両 地 が,い ずれ もAか ら他 人名義 に変 わ って い る こ とが

判 明 した。 その後 のBの 調査 に よ り次 の よ うな事 実 が判 った。

1甲 土地 につ いて は,本 年2月1日 付 で,Aか ら不 動産 業 者Yに 移 転 登 記 が

な され て いた。Bが,登 記簿上 の住所 を手掛 か りにYの も とを訪 れ た ところ,

Yは 次 の よ うに説 明 した。

「確 か にAか ら甲土地 を代 金1000万 円で購入 した。 甲土地 が,X倶 楽 部 の所

有 地 で あ るな ど とい う話 は初 耳 で あ る。Aは 不 動 産 業 を営 ん でお り,販 売用

の土地 として保 有 してい た 甲土地 を手放 した い とい う申入 れ を受 け た。登 記 簿

も確 認 したがA名 義 で担保 な ど もっ い てお らず,現 地 は更 地 で不 審 な点 は何

もなか っ た。代 金 は,2月1日,移 転 登 記 に 必要 な書 類 と引 き換 え にAの 口

座 に振 り込 んで支 払 った。 その後 の営業 努力 で よ うや く買 い手が見 つ か った と

こ ろだ。」

2乙 土地 につ いて は,本 年6月1日 付 でZに 移 転 登 記 が な され,さ らに本 年

7月1日 付 でT銀 行 に対 す る抵 当権 設定 登 記 が な され て い た。Zは,X倶 楽

部 の会員 では ないが,馬 主 と して有名 な実 業 家 で,Aと は 旧知 の間柄 で あ る。

BがZに 面会 し,新 理 事 長就 任 の挨 拶 を した うえ 乙土 地 の 経 緯 を問 い質 した

ところ,Zは 次 の よ うに説明 した。

「Aが 理事 長職 を辞 した とい うの は初 耳 だ。X倶 楽部 内 が ゴ タ ゴタ して い る

と聞 いて心配 して い たの で 問い質 した ところ,『 誤解 は解 け た。 ご心 配 をお か

け して 申 し訳 ない』 と言 って いた。

Aか ら,X倶 楽部 の乗 馬場 を改修 す る こ とに な り,そ の資 金 を捻 出す るた

め 乙土地 を手放 す こ とに な ったので購 入 して欲 しい と頼 まれた ので1500万 円で

購 入 した。 乙土地 がX倶 楽 部 の もの だ とい うの は,自 分 も駐 車 場 を使 った こ

とが あ るの で承 知 して い た。代 金 は,6月1日 にAの 口座 に振 り込 ん で支 払
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っ た。

その後,私 の本業 の方 で大 ロの 出 資 の話 が あ り,そ の 資金 準 備 の ため にT

銀行 か ら多額 の融 資 を受 け た。 そ の際 に,私 の資産 の大半 を担保 に入れ るこ と

に な り,乙 土 地 にっ いて も7月1日 付 でT銀 行 の抵 当権 を設定 した。」

3Bは,X倶 楽 部 の会 計 書 類 を確 認 したが,甲 土 地 の 売買 代 金1000万 円 も,

乙土地 の売買代 金1500万 円 も,入 金 され た形 跡 はなか った。

以下 の 問 いにつ いて,X倶 楽部 の立場 に立 って検 討 しな さい。

設 問1

甲土地 につ い て な されて い るYの 所 有権 登 記 につ いて,誰 が主 体 とな って,

どの よ うな請求 をすべ きか。 また,そ の見通 しは どうか。

設 問2

乙土 地 につ いて な され て い るZの 所 有権 登 記 及 びTの 抵 当権 登 記 につ いて,

誰が主体 となって,ど の よ うな請求 をすべ きか。 また,そ の見通 しは どうか 。

魎
(設例)

Xは,平 成17年2月1日,Aか らA所 有 の更 地(本 件土地)を 代 金1000万 円 で

購 入 した。 この売 買 は,双 方 の知 人 で あ るYが 立会 人 を務 め た。登 記 手 続 は,

Yが 紹 介 す る司法書士 に任せ るこ とに な って い た。

半 月経 って も連 絡 が な い の で,Xが 登 記 を調べ て み る と,平 成17年2月10日

付 でAか らYに 対 して売買 を原因 とす る所 有権 移 転登 記が な されて お り,さ ら

に同 日付 でZ銀 行 のため に抵 当権 設定登 記 が な され て い るこ とが判 明 した。

XがAに 問 いつ め た ところ,Yか ら 「Xに は代 金 を返せ ば よい。 自分 が1100

万 円 で買 ってや る」 と持 ちか け られ た と打 ち明け た。 また,Z銀 行 の担 当者 は,

「当行 としては,通 常 の売買 だ とい う認識 でYに 売 買代 金 の融 資 を したに過 ぎな

い。 決 済 の際 に,Aが,Xへ の売 買代 金 の 返還 の こ とを気 に して い る様 子 だ っ

たの で,二 重 売買か も知 れ な い とは思 っ たが,登 記 もな され て いな い よ うなので
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問題 はない と判断 した」 と説明 した。

Xが 本件土地 を購入 したのは,隣 接す る土地 を所有 して いるか らで,Xと し

てはAか ら代金の返還 を受 けるだけでは到底承服 で きない。 そこで,Xは,Y

に対 しては真正な登記名義の回復 を原因 とする所有権移転登記 を,Zに 対 しては

抵 当権設定登記の抹消 を求めて提訴 した。

以上 の設例 につ いて,以 下 の設問 に答 えな さい。 なお,各 設 問 は独 立 した問 い

で あ る。

設 問1

XのYに 対 す る請求 につ い て,Yは 「自分 はAか ら,平 成17年2月10日,本

件 土 地 を買 っ た。Xが 登 記 を具 備 す る まで,Xの 所 有 権 取得 を認 め ない」 との

抗弁 を主張 した。Yの 抗 弁 の法 律 上 の意 味 につ いて説 明 した上 で,XがYの 抗

弁 に対 して どの よ うな再 抗弁 を主張す る こ とが で きるか検討 せ よ。

また,Zは,Yの 抗弁 を援 用 した上 で,ど の よ うな主張 をす る こ とが で きるか

検 討せ よ。

設 問2

XのYに 対 す る請 求 につ いて,Yは 「自分 はAか ら,平 成17年2月10日,本

件土 地 を買 った。 そ して,同 日,売 買 契約 に基づ いて移 転登 記 手続 を した。 これ

に よ り,自 分 が確 定 的 に本件 土地 の所 有権 を取得 した」 との抗弁 を主 張 した。Y

の抗 弁 の法 律 上 の意 味 につ いて説 明 した上 で,XがYの 抗弁 に対 して どの よ う

な再 抗弁 を主張 す るこ とが で きるか検 討せ よ。

また,Zは,Yの 抗弁 を援用 した上 で,ど の よ うな主 張 をす るこ とが で きるか

検 討せ よ。

(3)民 事法総合111(民 事訴訟法判例事例)一 第3セ メスター

民事法総合IIIは,民 事訴訟法の分 野を中心 とした演習である。下記問題は,比

較的短めの境界紛争の事例 を与えて,手 続法上の問題点について検討 させ るもの

である。
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〔期末試験問題〕

囮

甲地 を所 有 す る亡Pと,乙 地 を所 有 す るZは,20年 来,甲 地 と乙地 の境 界 に

つ いて争 い,そ れ ぞれ,Pはabを 結 んだ線 が,Zはcdを 結 ん だ線が,両 地 の境

界で あ る と主張 した。Pの 死 亡 に よ り,現 在,甲 地 はPの 子 で あ るXとYが 共

有 してい る。

以上 を前提 に,次 の各 設 問に答 え よ。 なお,各 設問 は独 立 した問 いで あ る。

設 問1

Xは,Zに 対 して訴 訟 を提起 し,甲 地 と乙地 の境 界 を明確 に した い と考 えて い

るが,Yは,Xと 遺産分 割 で もめ た こ ともあ って訴 訟提起 に 同調 しな い。

Xは,単 独 で境 界確 定 の訴 え を起 こす こ とが で きるか。 また,所 有権 確 認 の

訴 えにつ いて は ど うか。

設 問2

X・Yは,Zに 対 し,「 甲地 と乙地 の境 界 はabを 結 ん だ 線 で あ る」 と主 張 し

て,境 界確 定 の訴 えを提起 した。
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これ に対 し,Zは,「 境 界 はcdを 結 ん だ線 であ る。仮 に境 界 がabを 結 ん だ線

であ る と して も,abdcで 囲 まれ た土地 は,Zが 所 有 の意 思 を もっ て20年 以 上 占

有 して きた こ とか ら,取 得 時効 が成立 した」 と主 張 しただ けで,格 別,反 訴 は提

起 しなか った。

Zが 主 張す る時効 取得 が認め られた場合,い か な る判決 が予想 され るか。

zPa9

Xは,Yの 所 有 す る乙地 とZの 所 有 す る丙地 の境 界 付 近 に所 在 す るaceの3

点 で 囲 まれ る山林(甲 地)を20年 間,所 有 の意思 で 占有 し,こ の ほ ど取 得 時効 が

完 成 した。

Xは,乙 地 と丙 地の境 界 はabを 結 ん だ線 で あ る と考 え,Yに 対 して,甲 地 の

所 有権 確 認 と移 転 登 記 を求 め て訴 訟 を提起 した。 これ に対 してYは,Xが 甲地

を所 有 の意 思 で20年 間 占有 した事 実 を認 め た うえ,「 乙地 と丙地 の境 界 はcdを

結 んだ線 であ り,甲 地 は乙地 内には ない」 と陳述 した。

そ こでXが,Zに 対 して も,甲 地 の所有 権 確 認 と移 転 登 記 を求 め る訴 訟 を提

起 した ところ,同 訴訟 は,XY間 の訴 訟 に併 合 され た。Zは,Xが 甲地 を所 有 の
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意 思 で20年 間 占有 した事 実 を認 め た うえ,「 乙地 と丙地 の境 界 はabを 結 ん だ線

で あ り,甲 地 は丙地 内には ない」 と陳述 した。

以上 を前提 に,次 の各 設 問に答 えよ。

設 問1

Yの 「乙地 と丙地 の境 界 はcdを 結 んだ線 で あ る」 とい う主 張 は,XのYに 対

す る請求 におい て,ど の よ うな意 味で 防御 方法 とな ってい るか。

設 問2

裁 判所 が 乙地 と丙地 の境 界 はcdを 結 ん だ線 で あ る と認 定 した場合,XのY・

Zに 対 す る各請求 につ いて どの よ うな判決 主文 とな るか。 結論 とそ う考 え た理 由

を示せ 。

(4)民 事法総合V(民 法判例事例2)一 第4セ メスター

民事法総合Vは,民 法の うち債権法 の分野 を中心 としているが,民 法全般,手

続法 をも視野に入れた授業 である。 レポー ト課題 として与 える事例 も徐々に複雑

な もの とし,事 案分析力 を養 うもの となるように している。下記問題 でも,債 権

譲渡の絡む保証債務履行請求事件 につ いて,や や複雑 な事例が与 えられてお り,

実体法上の問題点だけでな く,手 続法上 の問題点についての検討 も求めている。

〔期末試験問題〕

以 下 のX及 びYの 言 い分 を読 んだ上,以 下 の 問い に答 えな さい。

Ixの 言い分1

1私 は,入 王 子市 内 で親 の代 か らの文 房具 店 を営 んでお ります。 もっ とも,最

近 は,直 販店 ・大規模 店 の勢 い に押 され て,文 房具 店 の方 の売上 げ は落 ち込 ん

でお り,相 続 した駅 前 の土地 の賃料 収 入 の方 が 主 に な って い る よ うな状 況 で

す 。

2平 成17年(以 下,年 号を省略する.)7月 の こ とです。 友 人 で あ るAが 訪 ね て き

て,商 売 の運 転 資金 に 困 っ て い るの で金 を貸 して欲 しい と頼 まれ ま した。A
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は,親 か ら引 き継 いだス リッパや サ ンダル を製 造す る工場 を営 ん でお り,親 の

代 か らの付 き合 いに な ります。Aの 話 で は,「 近 年業 績 が悪 化 して い たが,デ

ィス カ ウン トシ ョップの チ ェー ン店 をや っ てい るBと の取 引 を取 り付 け た の

で,こ れ で何 とか乗 り切 りたい。 その ため に新 しい機 械 を導入 す る必要 が あ る

のだが,銀 行 が融 資 に難 色 を示 して い るの で困 って いる。10月 か ら取 引が始 ま

れば 必ず 返せ るか ら何 とか頼 む」 とい うこ とで した。Aと は,青 年 会 議 所 の

役 員 を一 緒 にや った こ ともあ る親 しい間柄 で した し,二 代 目社 長 の苦 労 もよ く

わか って い ま したの で協 力す るこ とに し,8月1日,返 済期 日を10月31日 と定

めて1000万 円 を貸 し渡 しま した。

3返 済期 日の10月31日 の こ とです。Aが や って きて,「 君 のお かげ で無 事 にB

との取 引が始 ま り感 謝 して い る。10月 分 の商 品 を無事 に納 入 した ところだ。今

日の時 点 で1000万 円 を支 払 うこ とは で きないが,今 月分 と来 月分 の売 掛金債 権

を譲 渡す るか ら,こ れ で返済 に充 てて欲 しい」 と言 い,Bと の間 の10月1日 付

売 買基本 契約 書 を出 して きま した。 そ こには,1年 間 に わた ってBがAの 製

造 したサ ンダル を月 あた り5000足 を代 金500万 円 で購 入 す るこ と,代 金 は月毎

に 月末締 め の翌 月20日 払 い,Bの 代 金 債i務につ いてYが 連 帯保 証 す る こ とが

書 い てあ り,A,B,Yの 署 名 ・押 印が あ りま した。YはBの 父親 だ とい う こ

とで した。債権 譲 渡 の通知 につ い て は,Aに 代 わ って私 の 方 で 出 して お い て

くれ とい うこ とで した。 もと もとこの 日に全 額 の返 済が あ るか どうか は半信 半

疑 だ ったの で,近 々全 額 返 って くるな らよ い と考 えて,Aの 申 し出 を受 け る

こ とに し ま した。 な お,Aか ら コ ピー を受 け取 っ た売 買 基本 契約 書 に は,Y

の主張 す るBか らAへ の貸付 金 の こ とな ど書 いて い ませ ん で した。

私 の営 む文房 具 店 には3枚 複 写式 の 内容 証 明用紙 を商 品 として 置い てあ りま

したの で,そ の 日の 午後,私 は,さ っ そ くこれ を使 って,Aの 名 義 で債 権 譲

渡 通知書 を作 成 しま した。11月 分 まで書 いて よいのか どうか わか らなか ったの

で,と りあえず10月 分 につ いてだ け書 くこ とに しま した。 売買 基本 契約 書 の コ

ピー を見 た ところ,Bの 署 名 の ところには住所 が書 い て なか っ たの です が,Y

の署 名 の とこ ろには住 所 が書 いて あ りま した。 二 人 は親 子 だ と聞 い て い た の

で,一 緒 に住 ん でい るのだ ろ う と思 い,宛 先 に は二 人 とも同 じ住 所 を書 きま し

た。 印鑑 は店 にあ った 「A」 の三文 判 を押 して,郵 便局 に持 って行 きま した。
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2日 後,内 容 証 明 がYに 届 い た とい う配達 証 明が 来 た の です が,Bの 分 につ

いては宛 て先 が違 うとい うこ とで返 送 され て き ま した。 それ で,Bの 住所 は別

の とこ ろだ とい うこ とが 判 ったわ け です が,父 親 のYに は届 いて い る こ とだ

し,支 払期 日が来 た ら直接Bに 確 認 す れ ば よい と思 って,そ の ま まに して お

きました。10月 分 の譲渡 通知 がBに 届 いて い な いの はYの 主張 す る とお りで

す が,Bか らは後 に 口頭 で了承 を得 て い ます し,少 な くと もYは 受 け取 っ て

い るわけ です か ら,Yに その こ とを替め られ る理 由は ない と思 い ます 。

411月20日 に な ったので売掛金 を回収 しよ う と思 い,Bの 事 務所 に電話 を しま

した。BはYか ら債権 譲 渡 通知 の こ とを聞 い て い なか っ た よ うで,は じめ 話

が 噛み合 わ なか ったの です が,改 め て経 過 を説 明 し,10月 分500万 円 の支 払 い

を求め た ところ,「 そ うい えば,Aが そん な こ とを言 って いた の を思 い 出 しま

した。支 払 いの準備 が で きた ら連絡 します」 と言 う返事 で した。

511月 分 の売掛 金 につ いて は11月 末 日に債権 譲渡 通知 を送 りま した。11月20日

の電話 の ときに,Bの 住所 を聞 いて あったの で,Bに だけ送 れば十分 だ ろ う と

思 い,Yに は送 りませ んで した。 この通知 に つ い て は,12月1日 にBに 届 い

た とい う配達証 明が私 の手元 に あ ります。

6Bか らの支 払 の連 絡 を心待 ちに して いた ところ,12月3日 にな って,Bが 倒

産 した こ とを聞 いて驚 きま した。BはD社 とフ ラ ンチ ャ イ ズの よ うな契 約 を

交 わ して,東 京近 郊 に数 店舗 のデ ィス カ ウ ン トシ ョ ップ を営 ん で い た の です

が,そ のD社 が倒 産 した とい うこ とで した。慌 て てBに 連 絡 を取 ろ う と試 み

たの です が行 方 が知 れず,Bの 店舗 もシ ャ ッター が 閉 ま ってい ま した。Aも,

Bの 倒 産 の あお りを食 った よ うで工場 を閉鎖 して い ま した。

711月 分 の代 金 の支 払期 日で あ る12月20日 が来 て も,相 変 わ らずBと は連絡

が 取 れ ない の で,12月21日,Yの 自宅 を訪 ね ま した。保 証 人 と して支 払 って

欲 しい と請求 を した とこ ろ,Yか らは,「 あ なたは10月 分 の通 知 をBに 送 って

い な いで しょ う。 それ に,11月 分 は,Aか ら債 権 譲 渡 通 知 が 来 たの で,も う

譲受 人 のZに 支 払 い ま した」 と言 われ ま した。Yに 債 権 譲 渡 通 知 の 内容 証 明

を見せ て もらった とこ ろ,11月20日 にAがZに11月 分 の売掛 金 債権 を譲 渡 し

た と書 かれ てい ま した。

8こ れ で は何 の ため に債 権 を譲 り受 け たの か わ か らな い と困 惑 して い た とこ
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ろ,年 の瀬 に なって,突 然,行 方 を くらま して い たAか ら電話 が あ りまし た。

そ こで,「 お 前 は,Zと い う奴 に11月 分 の売 掛 金 を譲 渡 したの かP保 証 人 の

Yは,Zに 支 払 っ た と言 って い る。一体,ど うい うこ とだ。」 と問 い質 しま し

た。Aの 説 明 に よる と,Zか ら借 りた400万 円 の返 済 が滞 って い た とこ ろ,11

月20日,貸 金 の 回収 に来 たZに 言 われて,Zの 差 し出 した2枚 の債権 譲 渡通知

書 に署名 押 印 した とい うこ とで した。Aは,「11月 分 も君 に譲 渡 してい る とは

言 えず,そ の場 しの ぎで判子 を押 して しま った。 ま さか,そ ん な こ とに な って

い る とは知 らなか った。 申 し訳 ないが,僕 には も う支 払 う力 は な い」 と詫 びて

い ました。

9Bが 支 払 えない以上,保 証 人 で あ るYが 責任 を負 うの は 当然 です。Yに は,

10月 分 ・11月分 の合 計1000万 円 を0日 も早 く支 払 って もらい たい と思 い ます。

iYの 言い分i

1息 子BがAと の 間 で結 ん だ売 買契 約 につ いて私 が連 帯保 証 を した こ と,A

か ら10月 分 ・11月分 のサ ンダルが納 入 され た こ とは間違 いあ りませ ん。Bの 商

売 は順 調 だ と聞 いて お りました し,Bが 「迷 惑 はかけ ない」 と確約 したの で承

知 したの です。Aと の契約 の場 に は私 も立 ち会 い ま した。 そ の際 に聞 い た話

です が,BはAに100万 円 を貸 して い ます。 これ は,8月10日,AがBに 納 入

す る予定 の商 品 を開発す るため に,先 行 投 資が必要 だ とい うこ とで融 資 した も

ので,支 払期 日は10月10日 とな ってお ります 。

211月2日,AがXに10月 分 の売 掛金 債権 を譲 渡 した とい う内容 証 明 が 送 ら

れて きま した。私 は,定 年 まで銀行 に勤 め てお りま したの で,内 容 証 明の書 き

方 につ い ては よ くわか ってお りますが,こ の通知 書 は,Bと 私 に宛 てた もので

あ り,宛 先 の住 所 に は私 の住所 が 書 いて あ りま した。Bは 私 とは同居 してお り

ませ ん の で,私 は 自分 の分 だけ を受 け取 り,Bの 分 は受 け取 りませ ん で した。

B宛 の文 書 を私 の ところに送 って きて も何 の意味 もな く,通 知 書 は無効 だ と思

い ま した ので放 ってお くこ とに し,そ の こ とはBに も伝 え ませ んで した。

3Xは11月 分 の 売掛 金 につ いて も譲 渡 を受 け た と言 っ て い ます が,少 な く と

も私 の とこ ろに は通知 は 来 て お りませ ん。 それ に,11月 分 の売 掛 金 につ いて

は,12月2日 に,Aか ら,Zに 譲 渡 した とい う内容 証 明郵便 に よる通知 が私 の
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ところに届 いてお り,そ の こ ろBに も同 じものが届 いた と聞 い てい ます 。

412月2日 の夜,日 頃 は忙 し くて あ ま り顔 も出 さな いBが 突 然 や っ て きて,

店 が つぶ れ る とい う報告 を受 け ま した。Bは,Aに 対 す る代 金 債務1000万 円

の うち,商 品開発 の ために貸 した100万 円 を差 し引い た900万 円 につ いては迷 惑

をか け るこ とに な る と言い残 して,そ の後,連 絡 が取 れな くな って しまい ま し

た。

5そ れ か らしば ら くした12月20日,Zが や って きて,11月 分 の売 掛金 を保証 人

と して支 払 って欲 しい と請求 され ま した。私 としては,Bか ら 「迷 惑 をかけ る

こ とにな る」 と言 われ てい た こ ともあ り,Zの 請 求 を断 るこ とは で きな い と思

い,Zに500万 円 を支 払 い ま した。

6私 として は,11月 分 は既 にZに 支 払 っ て しま い ま した し,10月 分 に つ い て

もXへ の譲 渡 が有効 だ とは思 え ませ ん ので,Xの 請求 に は応 じられ ませ ん。

〈問1>10月 分 及 び11月 分 の売 買代 金 につ い てXがYに 対 し訴訟 を提 起 す る と

して,主 た る請求 の訴 訟物 と,請 求原 因事実 を示 しな さい。 また,解 答 に際 して

検 討 した法律 上 の問題 点 があれ ば説 明 しな さい。(配 点:20点)

〈問2>10月 分 の売買代 金 に関 す るXのYに 対 す る請求 につ い て,Yが 主 張す

べ き抗弁 の標 目 と要件事 実 を示 し,そ の よ うに考 え る理 由 を説 明 しな さい。

また,抗 弁 に対 す る再 抗弁 以下 の攻撃 防御 が考 え られ る場合 には,そ の標 目 と

要件 事実 を示 し,そ の よ うに考 える理 由 を説明 しな さい(検 討の結果,抗 弁 ・再抗弁

等 とはなり得ない,も しくはすべきでないと考えるものがあれば,こ れらについても,そ の標 目

を示 し,そ のように考える理由を説明しなさい)。(配点:15点)

<問3>11月 分 の売買代 金 に関す るXのYに 対 す る請 求 の 当否 につ いて,次 ペ

ー ジに掲 げた判例 との関係 に言及 しつ つ,論 じな さい。(配 点:20点)

〈問4>仮 に11月 分 の売買代 金 に関す るXのYに 対 す る請求 が 認 め られ ない場

合 に備 え て,XはZに 対 して,ど の よ うな請求 をす る こ とが考 え られ るか を示

し,そ の 当否 を論 じな さい。
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また,Xが,Yに 対 す る請 求 とZに 対 す る請求 を一 挙 に解 決 す る ため には,

どの よ うな訴 訟手 続 に よ るべ きか を検 討 しな さい。(配,.,:15点)

【判 例(抜 粋)】

「二 重 に譲 渡 され た指名 債権 の債務 者 が,民 法467条2項 所定 の対 抗要 件 を具 備

した他 の譲受 人 似 下 「優先譲受人」 という。)よ りの ちに これ を具備 した譲受 人(以

下 「劣後譲受人」といい,「譲受人」には,債 権の譲受人と同一債権に対 し仮差押命令及び差

押 ・取立命令の執行 をした者を含む。)に 対 して した弁 済 に つ いて も,同 法478条 の規

定 の適 用 が あ る もの と解 す べ きで あ る。思 うに,同 法467条2項 の規定 は,指 名

債 権 が二重 に譲渡 され た場合,そ の優劣 は対 抗要件 具備 の先 後 に よつ て決 すべ き

旨 を定 め てお り,右 の理 は,債 権 の譲 受 人 と同一債 権 に対 し仮 差 押命 令 及 び差

押 ・取立命令 の執行 を した者 との間 の優 劣 を決 す る場合 にお いて も異 な らな い と

解 すべ きで あ るが,右 規 定 は,債 務 者 の劣後 譲受 人 に対 す る弁 済 の効 力 につ いて

まで定 め て い る もの とはい えず,そ の弁 済 の効 力 は,債 権 の消滅 に関 す る民法 の

規 定 に よつ て決 すべ き もの であ り,債 務 者 が,右 弁 済 をす るにつ いて,劣 後 譲受

人の債権 者 としての外観 を信 頼 し,右 譲 受 人 を真 の債 権 者 と信 じ,か つ,そ の よ

うに信 ず るにつ き過失 の な い と きは,債 務 者 の右信 頼 を保 護 し,取 引の安全 を図

る必要 が あ るの で,民 法478条 の規定 に よ り,右 譲 受 人 に対 す る弁 済 は そ の効 力

を有 す る もの と解 すべ きで あ るか らで あ る。 そ して,こ の よ うな見解 を採 るこ と

は,結 果 的 に優 先譲、受 人が債務 者か ら弁 済 を受 け えな い場合 が生 ず るこ とを認 め

る こ と とな るが,そ の場合 に も,右 優 先譲受 人は,債 権 の準 占有 者 た る劣 後譲受

人 に対 して弁 済にか か る金 員 につ き不 当利得 と して返還 を求め るこ と等 に よ り,

対抗 要件具備 の効 果 を保 持 しえな い もので はないか ら,必 ず し も対抗 要件 に関す

る規定 の趣 旨 をないが しろにす る こ とには な らない とい うべ きで あ る。」

「民法467条2項 の規 定 は,指 名 債権 の二重譲渡 につ き劣後 譲受 人 は同項 所定 の

対抗 要 件 を先 に具 備 した優 先 譲受 人 に対 抗 しえ ない 旨 を定 め て い るの で あ るか

ら,優 先譲 受 人の債権 譲受行 為 又 はそ の対 抗要件 にi暇疵 が あ るため その効 力 を生

じない等 の場合 でな い限 り,優 先譲受 人が債 権 者 とな るべ きもの で あつ て,債 務

者 として も優 先 譲受 人 に対 して弁 済 すべ きであ り,ま た,債 務 者が,右 譲 受人 に

対 して弁 済 す る ときは,債 務 消滅 に関す る規定 に基づ きその効果 を主 張 し うる も
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の であ る。 したがつ て,債 務 者 にお いて,劣 後譲受 人が真正 の債権 者 で あ る と信

じて した弁 済 につ き過 失が なかつ た とい うため には,優 先譲受 人 の債 権 譲受行為

又 は対 抗要件 に毅疵 が あ るため その効 力 を生 じな い と誤信 して もや む を得 な い事

情 が あ るな ど劣後譲 受 人 を真 の債権 者 で あ る と信 ず るにつ き相 当な理 由が あ る こ

とが 必要 で あ る と解 すべ きで あ る。 そ して,原 審 の確 定 した ところに よれば,A

(債権譲渡入)の 本件 譲 渡通知 のYに 対 す る到達 日がBの 得 た本 件債権 仮 差押命 令

のYへ の送 達 日よ りも早 かつ た とい うの で あ るか ら,債 務 者 で あ るYと して

は,少 な くとも,準 占有 者 であ るBに 弁 済すべ きか 否 か につ き疑 問 を抱 くべ き

事 情 が あつ た とい うべ きであつ て,Bの 得 た前記 の仮差 押命令 及 び差 押 ・取 立命

令 が裁 判所 の発 した もの で あ る との一 事 を もつ てTい まだYにBが 真 の債権 者

で あ る と信 ず るにつ き相 当の理 由 が あ つ た とい うこ とは で きな いか ら,Yが,

前示 の とお り,前 記債権 差 押 ・取 立命令 等 を発 した裁 判所 の判 断 に過 誤 な き もの

と速 断 して,取 立権 限 を有 しないBに 対 して弁 済 した こ とに,過 失 が なかつ た

もの とす るこ とは で きない。」

(5)民 事法 総合vi(民 事総 括)一 第5セ メス ター

民事 法総合VIは,民 事 法 及 び商事 法 を扱 うが,授 業 と試験 は別 々 に行 う。 本 問

は,不 法行為 責任 と債務 不履行 責任 が競 合す るケー スで,設 例 を甲 ・乙 ・丙 の3

群 に分 け,事 案 の進行 に応 じて生 じるべ き実体 法 及 び手続法 上 の問題 点 を考 え さ

せ るもの で,甲 群 は実体 法 を,乙 ・丙群 は手 続法 を問 うてい る。

〔期末試験問題〕

【設例(甲)】

X・Aが 弁 護 士 甲野太 郎 を訪 ねて,「1X・Aの 言 い分 」記 載 の話 を した。

同弁護 士 は,そ の話 の 中で不確 か な点や 疑 問 を感 じた 点 にっ い てX・Aが 持 参

した書 類 を調 べ,ま た,独 自の リサ ー チ を経 た結 果,「2甲 野弁護 士 の リサー

チ」記載 の情報 を得 た。

1X・Aの 言 い分

(1)Xは,満85歳 の未 亡 人 で,独 身 の娘Aと 二 人暮 ら しで あ る。約2年 前,Y
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証券 株 式会 社 似 下rY社 」という)の 外 務 員Bの 電話勧 誘 に うっか り応対 して

Bの 訪 問 を受 け,Y社 を通 じ株 式売買 取 引 を始 め るこ ととな った。 その際,B

は居合 わせ たAに も取 引 ロ座 の開 設 を求 め,「 ロ座 が 増 え るだけ で私 の成 績 が

上 が ります」 と懇願 し,Aに も口座 を開設 させ た。

(2)当 初,Bは,超 一 流 の手 堅 い銘柄 ば か り奨 め るの で,Xも 安 心 して財 布 の

紐 を緩 め た。買 付 代 金 は,全 てX名 義 の預 貯 金 を引 き出 したXの 金 だ っ た

が,Bか ら 「A名 義 で取 引す れば 相 続 の と き有 利 な の で,A名 義 の買付 け に

しま した」 と言 われ,Xは,そ うか と思 い,自 分 の 資金 を全 てA名 義 でY社

に送金 して い た。 この ためY社 との全 取 引 を通 じて,Xは,自 分 の名 義 で株

式売 買 を した こ とが一 度 もない。

(3)BがXに 奨 め た超一 流銘 柄 は,折 か らの株 価 高騰 の波 に乗 り,相 当 な利 幅

を出 した。 そ れ で,Xは,Bを す っか り信 用 して し まい,以 後,Bが 買 え と

い う銘柄 を買 う,売 れ と言 われれば売 る,追 加 資金 を求め られれば これ に応 じ

るな ど,株 式売 買取 引 を挙 げ てBに 一任 す る とい う状 況 とな っ た。 その結果,

取 引開始 か ら1年 ほ ど経 過 す る と,Xが 預 貯 金 か ら引 き出 して株 式 取 引 に投

じた金 は累計2100万 円 に上 り,Xは,東 証 第1部 の優 良株6銘 柄,合 計4万 株 を

A名 義 で保 有 す るに至 った。

(4)こ の よ うな状 況 で,Bは,昨 年8月,Xに 対 し 「L社 株 が注 目され る。今 は

低 迷 して い るが,筆 頭株 主M社 が 必ずL社 に肩 入 れ す るか ら値 上 りす る。 買

い ど きは今 だ。 手持 ち株 は これ 以上 の値 上 りは な い。売 却 してL社 株 に乗 り

換 え よ う」 と言い 出 した。L社 は,工 作機械 の老舗 の 中堅 メー カー で,東 証 第

1部 の上 場 銘柄 で あ る。Xは,L社 につ い て投 資情報 は何 も持 た なか っ たが,

例 に よって値 上 り確 実 な話 か と思 い,何 気 な く 「ああ,そ うなの」 と相槌 を打

った。す る と,Bは,即 座 にXの 手 持 ち2銘 柄 を売却 し,こ れ に よって得 た

現金1200万 円 で,同 月下 旬 頃,平 均 単価120円 でL社 株10万 株 をA名 義 で購 入

して しまった。

(5)と こ ろが,そ の後,L社 株 は急落 し,10月 下 旬 に は,度 々,100円 前後 の値

を付 け るよ うにな った。Bは 「L社 の来期 の業績 が下 方修正 され たので売 りが

出 た。 その売 りが 出尽 くせ ば上昇 に転 じるか ら,今 の うちに買増 しを して お き

たい」 と言 い 出 し,返 事 も聞か ず にXの 手持 ち3銘 柄 を売 却 し,こ れ で得 た
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現 金1000万 円 を投 じて,11月 初 旬,平 均 単価100円 でL社 株10万 株 をA名 義 で

購 入 した。

(6)し か し,そ の後 もL社 株 は下 げ 止 ま らず,12月 下 旬 に は,遂 に80円 前後 に

まで落 ち込 ん だ。Bは 相 変 わ らず強気 で,L社 株 を さらに買 増 しす る こ とを奨

め,「 売 りは 出尽 くした。今 が底値 だか ら徹底 的 に買 お う。 手持 ちのN社 株1

万株 が あ るが,こ れ だけ では足 りないか ら追加 資金 が ほ しい」 と迫 った。

Xは 「も う金 が ない」 と断 ったが,Bは,同 月28日 朝,「 それ な ち信 用取 引

です ね。 ここは買 いの一 手 です」 と長電 話 で粘 った挙 げ句,新 たに信 用取 引 ロ

座 を開設 してL社 株 を信 用 取 引 で買 うこ と をXに 承 諾 させ る と,即 日,平 均

単 価80円 でL社 株30万 株 をA名 義 で買 い付 け た。

(7)Bは,前 記(6)の とお り,A名 義 でL社 株30万 株 を買 い付 け る と,同 日夜 遅

く,X宅 に押 しか け た。Xに 信 用 取引 口座 開設 に必 要 な取 引関係 書類 一 式 を

示 して,「Aの 署 名 が必要 だ」 と説 明 して い る ところ に,Aが 仕事 先か ら帰宅

した。 空腹 だ ったAは,XとBか ら交互 にA名 義 の信 用取 引 口座 開 設 を要 請

されて苛 立 ち,「 私 は ただ のOLで,信 用 取 引 をす る よ うな身分 じゃ ない」 と

怒 ったが,Bか ら 「80歳過 ぎの老 人 と信 用取 引 して はいけ な い と会社 で禁 じら

れ てい るか ら,貴 女が承 知 して くれ ない と困 ります。決 して ご迷惑 は掛 け ませ

んか ら,何 とか お願 い します」 と宥 め られ,Xか ら 「株 は も う買 って しま っ

た そ うで,今 さ ら断 われ ない」 と泣 きつ かれ,結 局,信 用 取 引 口座 開設 に必要

な取 引関係書 類一 式 に調 印 して しまった。

さ らに,Bは,Xの 唯 一 の手持 ち優 良株 のN社 株1万 株 お よび先 に現 物 取

引 で購 入 したL社 株20万 株 を委 託 保証 金 に代 わ る代 用 有価 証 券 と してY社 に

差 し入れ てほ しい,と 要 求 した。 これ らの株 券 は,全 てY社 にお け るA名 義

の保護預 か り口座 に保 管 されて い たので,こ れ らを債権質 に入 れ る旨の書類 に

はAが 署名 した。

Bは,こ れ らの書類一切 をAか ら受 け取 る と,よ うや くX宅 を辞去 した。

(8)売 りは 出尽 くして底値 だ っ たは ずのL社 株 は,年 明 け早 々,あ っ さ り70円

を付 け,そ の後 もジ リ貧 で60円 台で推移 してい た ところ,本 年2月28日,L社

は,突 然,東 京地裁 に民事再 生手 続開始 の 申立 て を した。L社 株 に売 りが殺 到

して株 式市場 は大 混乱,取 引が立 たぬ まま徒 らに気 配値 だ けが下 げ続け る有様
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で,翌 日の新 聞 は 「L社 は事 実上倒 産,L社 株 は近 く上 場廃 止 とな る見込 み」

と報 じた。

その後,数 日問 にわ た り,L社 株 は,1日 の 間 に1株10円 か ら1円 へ,そ し

て また10円 へ とい う荒 っぽ い値 動 きを繰 り返 して,1日 に何 百万株 単位 の大量

取 引が行 われ たが,そ の 間,Y社 の電話 窓 口は混 乱 を極 め,XやAが 電 話 し

て も 「Bは 不 在」 とい うのみ で,Bと は電話連 絡 も取 れ ない ま ま,信 用 取 引で

買 ったL社 株30万 株 の処 置 は何 も行 われ なか った。

2甲 野弁護士の リサーチ

(1)X・Aの 話では,Y社 におけ る株 式売買取 引の開始 にあ た り,X名 義 ・A

名義の2つ の取引 ロ座 を開設 した とい うが,こ れは何 らかの取引契約書に調印

した とい うわけではな く,単 に,顧 客 として登録す るとともに,売 買取引によ

り取得 した株式 を保管す る 「保護預か り口座」 を開設 した という意味である。

これに対 し,信 用取引ロ座の開設 は意味が異なる。信用取引 とは証券会社が

顧客 に信用 を供与 して行 う株式売買取引 をい う。信用 の供与 とは融資の こ と

で,信 用取 引に買い(買 い建て)か ら入 る顧客 には代 金 を立て替 え,売 り(売 り

建て)か ら入 る ときは有価証券 を貸 し付 け,い ずれ も,通 常,売 買成立か ら最

長6ヶ 月内に決済 される。

信用取引 をす るには,証 券業協会及 び証券 取引所 が作成す る説 明書 を交付

し,そ の内容 を理解 した うえで証券会社 に信 用取引 口座設定約諾書 を差 し入

れ,信 用取 引口座 を開設す る。信用取引 をす るには,そ の決済 を担保す る委託

保証金又は代用有価証券 を証券会社 に差 し入れ る必要がある。委託保証金は信

用取引の取引額の30%程 度 なので,顧 客 は信用取引によって手持 ち資金 の3倍

程度の大 きな金額 の取引 をす ることができるとい うメ リッ トがある。

②XがY社 を介 して行 った株式売買取引に関す る資金移動 は,全 て銀行送金

によって行 われてお り,し か も,一 方的にXか らY社 に宛 てて送金 された も

のばか りで,Y社 か らX宛 てに送金 された ものは一切ない。Xか らY社 宛 て

の累計2100万 円の送金の振込み領収書は全て保管 されている。

XがY社 を介 して行 った株式売買取 引に関す る売買報告書は,各 取 引成立

の数 日後 にX宅 に送 られて きてお り,Xは それ を読む と小机の引出 しに しま
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うのが 習慣 で,Aは その こ とを知 って い るが 引 出 しを開 け る こ とはな い。

(3)X宅 に は,Y社 か ら会社 四季 報(上 場会社の株価情報誌)が 毎 期,送 られ て き

て い る。 昨年 度 の夏号 を開 くと,L社 は,資 本 金50億 円,大 株 主欄 に 「M社

4.8%」 と筆 頭 に記 載 されて い るが,そ の ほか,「Y社3.0%」 とい う記 載 が 目

に付 いた。驚 いて前 後 の 四季 報 を調べ る と,次 の秋 号 まで その 記載 は変 わ ら

ず,冬 号(1月 発刊)で は,M社 もY社 も大 株 主欄 か ち姿 を消 して い た。X・

Aと も 「四季報 は見 な いの で,Y社 が 大株 主 だ った こ とも,M社 が消 えた こ

とも,全 く初 耳 だ。Bは 何 も話 さなか った」 とロ惜 しが った。

四季報 の編 集担 当者 の説 明 は,「 株 主欄 は,毎 年3月 末 と9月 末 現在 を調査 す

るか ら,4～9月 の株 主変動 は冬号 に出 る」 とい うこ とだ った。

④ 甲野弁 護士 がBを 呼 び付 け て 問い質 した とこ ろ,Bの 釈 明 は 次 の とお りだ

った。

① 自分 はXに 「筆 頭株 主M社 が 必ずL社 に肩入 れす る」 と言 ったこ とはな

い。 「筆 頭株 主M社 がL社 に肩 入 れす れば値 上 りす る」 と言 った だけ だ。

②L社 の筆 頭株 主M社 がL社 株 を売 りに 出 した のは 昨年 夏 か ら秋 に かけ て

の こ とで,当 方 もそれ を把 握 して い た。 それ まで に も何 度 かL社 の本 社 ビ

ル に総務 担 当C取 締役 を訪 ね た こ とが あ るが,昨 年 夏 は何 度 もC取 締 役 を

訪 ね,L社 の業 績見 通 しにつ いて突 っ込 んだ説 明 を求 め た。 その結 果,心 配

ない と判 断 した。

③ 筆 頭 株 主M社 が ドロ ップ した こ とは,当 時,Xに 説 明 した と思 う。 ま

た,Y社 がL社 株 の大 株 主 だ っ た の は,顧 客 の代 金 未 決 済 株 を便 宜上,Y

社 名義 に してお いただ けの こ とで,実 質 株 主 は顧客 で あ る。

④L社 株 を買 って も らった顧 客 は合 計30人,株 数 に して約500万 株 に な る。

顧 客 らの代 理 人 と称 して,本 年3月10日,L本 社 ビ ル にC取 締役 を訪 ね た

が,面 会 を断 られ たの で,内 容証 明郵便 で 「今 回の不 始末 の責 任 を とれ」 と

厳重 抗議 した とこ ろ,不 誠実 な 回答 が返 って きた。参考 まで に往復 文 書 を置

いてゆ く。

(5>Bが 提供 した往復 文 書 の要 旨は以下 の とお りだ った。

①Bか らC取 締 役 に対 す る抗議 文:Bは,L社 の500万 株 の株 主30名 の代 理

人 で あ る。株 主30名 中,Dは350万 株,Eは80万 株,Aは50万 株 を抱 え る。
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Bは,一 一昨年 来,度 々L社 にC取 締 役 を訪 ね た。 昨年8月 の訪 問 時,C取

締役 は 「L社 の業 績 は上 向 き」 と虚偽 の説 明 を してBを 騙 し,投 資方 針 を

誤 らせ た。L社 の倒産 に よる株主30名 の損 害 は軽 く5億 円 を超 え る。 これ を

賠償せ よ。

②C取 締役 か らBに 対 す る回答 書:BのL社 訪 問 は,一 昨年 及 び 昨年 の2

回 だけ,訪 問の趣 旨はい ずれ も大 株 主Y社 の挨拶 で あ り,業 績 だ の投 資方

針 だの とい う話 は 出て いない。L社 の倒 産 は申 し訳 ないが,賠 償 請求 は迷 惑

だ。

⑥Bと の面談 の とき,Bか ら 「L社 は間 もな く上場 廃 止 とな るので,信 用 取 引

を決 済 してほ しい」 と申入 れが あ ったが,甲 野弁 護 士 が 「承 ってお く」 と硬 い

表 情 で答 え る と,「 要 す るに勝 手 に しろ とい うこ とです ね」 とBは 苦 笑 した。

信用取 引の決済(証 券会社から信用供与された買付け代金又は売付け株券の返済)に は,

「差 金決 済」 と 「現物 決 済」 の2つ の方法 が あ る。

① 差金 決 済 は,売 り建 て も買 い建 て も,定 め られ た一 定期 間 内に反対 売買 を

して,こ れ に よ り生 じた差金 の受 け払 い を行 う方法 で あ る。

② 現 物決 済 は,売 り建 て の決 済 な ら売付 け株 券(貸 株)の 現 物 を提供 して代

金 を受 け取 り,買 い建 ての決 済 な ら買付 け代金(融 資)を 払 って株 券 を受 け

取 る。

(7)Bと の面談 結果 をX・Aに 告 げ た ところ,2人 とも呆 れ果 て,「 素 人 を騙 し

て危 険 な仕 手戦 に 引 きず り込 ん だ」 と怒 り,Aは 「85歳で仕 手 戦 の 経験 もな

く判 断力 も衰 えた老 人 に無理 強 い した この信 用取 引 は無効 だ」 と言 い張 った。

仕 手戦 とは,仕 手筋 とか仕 手 グルー プ とか呼ば れ る玄人投機 家 が,仲 間 内で

指 し値 売買 を して株 価 を吊 り上 げ た うえ,株 価 の上 昇 に惹 かれ て集 まる0般 投

資家 に高値 で売 り抜 けて儲 け る とい う詐 欺 的 な株 式取 引の こ とで あ る。

甲野弁護 士 は,L社 の倒 産 に絡 ん で様 々 な新 聞報 道が あ ったの を整理 して おい

たが,そ の記事 を読 ん で も 「L社 株 の仕 手 戦」 の実 態 が判 然 と しなか っ たの

で,本 案訴 訟 を通 じて,Y社 のL社 株 取 引の全貌 を解 明 しよ う と考 えた。

(8)そ の後,L社 は,本 年5月31日,上 場廃 止 とな ったが,そ の直前,甲 野弁護

士 にBか ら電話 が あ り,「 信 用買 いL社 株30万 株 は,Y社 の判 断 で全 て売 り決

済 した」 と連 絡 して きた。 しか し,何 故 か,こ の 売 り決 済 につ い てY社 か ら
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売買報告書の送付がなかったので,取 引内容 は勿論,本 当に売 り決済が行 われ

たのか どうか も不明である。 また,委 託保証金 として預けた代用有価証券の処

置について もY社 か ら連絡がない。

これ らの経緯か ら,甲 野弁護士 は 「N社 株1万 株 と現物取 引のL社 株20万

株は,ま だ担保権 が実行 されていない」 と考 えた。 日経新聞で調べてみ ると,

N社 の株価 は,先 週 の終値が1800円 で,年 初か ら一本調子に上 ってお り,こ

の上 げ調子は,当 分,衰 えそ うにない。

ちなみに,株 式の保 護預か りには,「社債,株 券等の振替に関する法律」に

基づ く保管振替制度が適用 され,保 管される株券は種類物 として混蔵 され る。

保護預か りの期間中,株 主 は,株 主名簿の名義書換手続に拠 らず,振 替機関の

振替 口座簿 の記載に基づいて株主の権利 を行使す ることになる。

【設 問(甲)】 設例(甲)に 基 づ いて次 の設 問 に答 え な さい。 この 設 問 は,設 例

(乙)お よび設例(丙)で 与 え られ る事 実 を考 慮 しな い で解 答 す る。訴 訟上 の請

求 は,主 た る請 求 のみ(株 式売買に伴う取引税や手数料は無視)を 論 じる。

なお,株 式 売買取 引お よび証 券取 引法 につ いて は,各 人が有 す る専 門知 識 は用

いず,設 例 お よび別 紙 資料 にのみ準 拠 して解 答 す る もの とす る。

1現 物取引で購 入 したL社 株20万 株 について,XがY社 及び/又 はBに 対 し

契約不履行及 び/又 は不法行為 に・基づ く損害賠償請求訴訟 を提起することが可

能か どうか を,そ の請求の当否 も含めて検討 し,結 論 と理 由を述べ なさい。積

極的結論 をとる場合 には,訴 訟の具体 的内容(被 告の名,請 求の趣 旨,請 求 を

理由づけ る事実)を 述べ,そ の検討過程 で考慮 した主要 な問題点 を記述 しなさ

い。(15点)

2N社 株1万 株 にっ い て,XがY社 に対 し契 約 の不 存在 ・無効 ・取 消 を前i提

とす る訴 訟 を提 起 す るこ とが可能 か ど うか を,そ の請 求 の 当 否 も含 め て検 討

し,結 論 と理 由 を述べ な さい。積 極 的結論 を とる場 合には,訴 訟 の具体 的 内容

(請求 の趣 旨,請 求 を理 由づ け る事 実)を 述べ,そ の検 討過 程 で考 慮 した主 要

な問題 点 を記述 しなさい。(10点)
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3信 用取引の決済によ り生 じ得べ き債務 について,X及 び/又 はAがY社 に

対 し債務不存在確認請求訴訟を提起す るこ とが可能か どうか を検討 し,そ の結

論 と理由を述べ なさい。仮 に積極 的結論 を とる場合 は訴訟の具体 的内容(原 告

の名,請 求の趣 旨,請 求の原因,確 認の利益)を 述べ,そ の検討過程 で考慮 し

た主要 な問題 点を記述 しなさい。 さらに,こ れに対 してY社 が主張す るべ き

事実 の要点 を述べなさい。(10点)

【設 例(乙)】 一 承 前

(1)Xは,Y社 ・Bを 共 同被 告 と して,契 約 不 履 行 ・不 法行 為 に基づ く損 害賠

償 請求訴 訟 を提 起 した。 口頭 弁 論 で は,甲 野弁 護 士 が作 成 した訴状 中,「Xが

85歳 で仕 手戦 の経 験 もな く判 断 力 も衰 えた老 人 な の に,Y社 ・Bは,Xを 騙

して無理や り,L社 株 の仕手 戦 に引 きず り込 んだ」 とい う点が最大 の争点 とな

った。

(2)甲 野弁護 士 は,設 例(甲)の 「2甲 野弁護 士 の リサー チ」(4)(5)記載 の事 実

を強調 し,「L社 株 をめ ぐる仕 手戦 の全貌 を解 明す る必要 が あ る」 と主 張 して,

「Y社 に よるL社 株 の全 売買 取引情報 を,Y社 の全株 式売 買 取 引 を収 録 す るコ

ンピュー タ ・デー タベー ス上 の記録 に基づ いて開示せ よ」 とY社 に迫 った。

Y社 は 「① デー タベ ー ス業 務 は コ ン ピュー タ ・サ ー ビ ス業F社 に外 注 して い

るか ら,Y社 の 自由 に な らな い。② デー タベ ー ス に は他社 デー タ も入 って い

る。③ 当社 デ ー タにはL社 株 取 引 以外 の営 業 取 引 デー タが 含 まれ る。③ 当社

のL社 株 取 引デー タ 中に も顧 客 の個 人情 報 等 の秘 密 デ ー タが含 まれ る」 と し

て開示 を峻拒 した。

(3)甲 野弁 護 士 は,密 か にF社 に接触 して デー タ開示 の可 能 性 を探 っ た。 す る

と,F社 は,「 デー タベ ー スか らY社 のL社 株 取 引 デー タだけ を抽 出す るこ と

は勿 論,そ の 際,顧 客 情報 の うち氏名 にだけ マ ス クを掛 け て読 め ない よ うにす

るこ と も可能 であ る。F社 は,裁 判所 の開示命 令 が あれば拒 否 も妨 害 もしない

が,当 社 の技術 者 に コン ピュー タ操 作 を命 じ られ て も困 る。Y社 の 手 前,協

力 で きな い」 と伝 えて きた。

(4)そ こで,甲 野弁護 士 は,F社 か ら

「Y社 が行 ったL社 株 売買取 引 デー タの うちL社 の上場 廃 止 日か ら遡 っ
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て2年 分,但 し,L社 株 売買 取 引 の年 月 日,顧 客 番 号(顧 客名にはマス

クを掛けてよい),顧 客 担 当 者名,売 り ・買 いの別,現 物 取 引 ・信 用 取

引 の別,取 引株i数,取 引単価,取 引金 額 を含む 。」

の情 報 を得 た うえ,そ の重 要 部分 は紙媒 体 に よ る証 拠 調べ を 申 し出 よ う と考 え

た。

【設 問(乙)】 設例(乙)に 基づ いて次 の設 問 に答 えな さい。 この設 問 は,設 例

(丙)で 与 え られ る事 実 を考 慮 しな いで解 答す るもの とす る。

4Xが,L社 株 をめ ぐる仕 手 戦 の全 貌 を解 明す る必要性 を主 張 して,F社 が保

有 す る コン ピュー タ ・デー タベ ー ス中 の 「Y社 が行 っ たL社 株 の 売 買取 引 に

関 す る情 報」 か ら設例(乙)(4)記 載 の情報 を得 て,紙 媒体 に よる証 拠調べ を申

し出 る まで の具体 的 な実行 方法 と手順 を記述 し,こ れ に関す る民事 訴訟法(規

則 も含 む)上 の根 拠 を,個 別 に条文 を引用 しなが ら説 明 しな さい。(10点)

【設 例(丙)】 一承 前

(1>Aは,Y社 を被 告 として,L,社 株30万 株 の信 用 取 引 につ いて 清 算債 務 は 存

在 しな い 旨の確 認 を求 め る訴 訟 を提 起 した。Y社 は,請 求 棄 却 判 決 を求 め,

「AのL社 株30万 株 の信用 取 引に よる買 い建 て につ い て,本 年5月30日,1株

5円 で30万 株 の売 り建 てが成 立 し,差 損 は1株75円,合 計2250万 円 とな った。

この売 り建 て は,L社 の上場 廃 止 に伴 うや む を得 な い決 済 で あ るの にAが 拒

むの で,Y社 が独 自の判 断 で実 行 した。 この単価 は上場 廃 止 日に お け る最 高

値 で あ る」 と主張 し,証 拠 と して 同 日のL社 株 の値 動 きを示 す 資料 を提 出 し

た。

この段 階 で,裁 判 所 か ら和解 勧 告 が あ った。 「委託 保 証 金 として差 し入 れ た

N社 株 は現在2000円 だ が,Y社 は まだ処分 して ない とい う。 これ をY社 に譲

って事 件 を解 決 して は ど うか」 とい うの で,Aは 「そ れ で は敗 訴 と同 じだ」

と拒 否 した。

そ こで,裁 判所 は 口頭弁 論 を終結 して 「原告 の請 求 を棄却 す る」との判決 を言

い渡 し,同 判決 は確定 した。
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(2)と ころが,上 記判 決が確 定 した頃か ら株 式 市況 が急変 した。 僅かi数ヶ月 の間

に,ど の株 も軒並 み半 額 に まで落 ち込 ん だ。 中で もN社 株 は値 下 が りが ひ ど

く,600円 を も割 り込 む状 態 であ る。

す る と,Y社 は,Aに 対 し金2370万 円 の給付 請 求 訴 訟 を提 起 して きた。 「Aの

L社 株30万 株 の信用 取 引 に よ る差 損 は1株79円,合 計2370万 円 で あ る。前 訴 の

主 張は事務 ミス で,現 実 の売 り建 ては1株1円,30万 株 だ った」 と主 張 し,立 証

した。

【設 問(丙)】 設例(丙)に 基づ いて 次の 設 問 に答 えな さい。 この設 問 は,設 問

(甲)お よび設 問(乙)に 対 す る君の解 答 と関係づ け ないで考 え る もの とす る。

5AのY社 に対す る債務不存在確 認請求訴訟(前 訴)に おける全部棄却判決

の既判力の中味を説明 しなさい。(5点)

6Y社 がAに 対 して提起 した給付 請求訴訟(後 訴)が 前訴の既判力 に抵触 す

るか否か を,そ れぞれの根拠 を示 して両論併記 した うえ,そ の長短 を論 じなさ

い。(10点)

【別紙資料 】0設 問(甲)関 係

証券取引法43条(適 合性原則遵守義務)

証券会社 は,業 務 の状況が次の各号 のいずれか に該 当す るこ との ない よ う

に,業 務 を営 まなければならない。

1有 価証券 の買付 け若 しくは売付 け若 し くはその委託等,有 価証券指数等

先物取 引,有 価証券オプ ション取引若 しくは外国市場証券先物取引の委託

又は有価証券店頭デ リバティブ取引若 しくはその委託等について,顧 客 の

知識 経験及び財産の状況 に照 らして不適 当 と認め られ る勧誘 を行 って投

資者の保護 に欠けることとなってお り,又 は欠け ることとなるおそれがあ

ること。

2前 号に掲 げるもののほか,業 務 の状況が公益 に反 し,又 は投資者保護に
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支 障 を生 ず るお それが あ る もの と して 内閣府令 で定 め る状 況 に あ るこ と。

大 阪高裁平 成11年4月23日 判決

判決要 旨

1証 券会 社 の従業 員 の勧 誘行為 につ き,顧 客 が 突如 として 多額 の投 資可能 資

金 を有 す るこ とに な った証券 取 引経験 の ない もの であ った こ と,2回 程 度 の

現物 取引 の後,顧 客 の意 向が あ った とはい え信用 取 引 を勧誘 す るこ とは早 す

ぎる との誹 りを免 れ な い こ と,僅 か な期 間に顧 客 が証券 取 引 に投 資 した金額

が 多額 に達 して い るこ と等 か ら,適 合 性 の原則 に違反 し違法 であ る とした。

2な お,右 従 業員 に よる本件 一連 の取 引 の勧 誘行為 の うち,信 用 取 引建 株 を

株 式 で保 有 す るこ とを選 択 して,現 引 きのため の不足金 として 多額 の金 員 を

証 券会社 に支 払 った以 降 にな され た もの につ いて は,顧 客 に おい て信 用取 引

の危 険 性 を十分 に認識 した後 の こ とで あ る ところか ら,違 法 な勧 誘 で あった

もの とまで認 め るこ とは で きない とした。

3右 従 業員 の違法 な勧 誘行為 に対 しては,顧 客 として もこれ を拒 絶す る 自由

を有 して い た もの であ るか ら,相 当大 幅 な過 失相 殺が なされ て しか るべ きで

あ る として,75%の 過 失相殺 をした。

判決理 由(抜 粋)

適合 性 原則違 反 につ いて

(1)投 資家 の投 資 は,原 則 と して,自 己責 任 にお いて な され る もの であ り,こ

れに よる利益 は投 資家 自身が享受 す る とと もに,こ れ に よ る損失 も投 資家 自

身が 負担す るこ とは当然 の こ とで あ る。

しか し,投 資家 の投 資 は,そ の能 力,性 格,財 産 状 態や経 験,投 資 の 目的

その他 の事情 に適合 した取 引 であ る必要 が あ り,し たが って,投 資勧誘 もこ

の よ うな実情 に合 致 した もの であ る こ とが認 め られ,こ れ に合 致 しない よ う

な勧 誘 は,場 合 に よって は,社 会通 念上 許容 された 限度 を超 え る勧 誘 として

違 法 とされ るべ きであ る。 と くに,信 用 取 引は,投 資家 が証券 会社 か ら金銭

又は有価 証券 の貸付 け又 は立替 え を受 けて行 う取 引 であ り,0定 額 の保証 金

に よって その数 倍 の額 の有価証 券 の取 引が可能 にな る反 面,損 失 が生 じた場

合,自 己資金 だ けで取 引 した場 合 よ りも多額 の損失 を被 る取 引 であ る ところ



創価大学法科大学院における民法 ・民事訴訟法分野の演習243

か ら,証 券会 社 は,顧 客 の知 識,経 験 及 び財 産 の状 況 に照 らして,信 用取 引

の危 険性 を理 解 で きない こ とがや む を得 ない顧 客 又 は信 用 取 引の危 険性 を負

担 す るこ と自体 が不相 当 と認 め られ る顧客 に対 して信 用取 引 を勧 誘 す るこ と

は許 されな い と解 すべ きで あ る。

(2)本 件 にお いて は,控 訴 人 は,平 成 元年 ころ,そ の所 有 して い た土地 の用 地

買収 に よ り,突 如 として多額 の投 資可 能 な資金 を有 す る こ とに なった者 で あ

るが,そ れ以前 には証 券取 引 の経験 が なか った者 であ る とこ ろ,辰 己 は,こ

うしたこ とを十分 に知 悉 した うえで,控 訴 人 の証 券取 引経 験 の ない点 は重 く

見 ず,控 訴 人が 突如 として 多額 の投 資可能 な資金 を有 す るこ とに な ったこ と

を重視 して,控 訴人 に対 し,熱 心 に証 券取 引 を勧 誘 して原 判決別 紙取 引記録

記載 の一連 の証券 取 引 を開始 させ るに至 った もの であ り,仮 にその勧誘 の言

辞 自体 に は断 定 的判 断 の提供 等 の違 法 な 点 は 必 ず し も認 め られ な い と して

も,控 訴 人が証券 取 引 を開始 してか ら急速 に 多額 の証券 取 引 を行 うに至 った

態様 は,健 全 な社 会通 念 に照 ら した場合 には,異 常 ともい え る もの で あ り,

特 に,(a)平 成元年12月 に投 資信託 「ス テ ップ」 を購 入 し,平 成2年3月 に ラ

イフス トア株(本 件証券1)及 び阪急 電鉄 転 換社 債(本 件証券2)を 購 入 しただ

け の証 券取 引 の経 験 しか な い控訴 人 に対 し,信 用 取 引の開始 自体 は現物 取 引

に必要 な多額 の 資金 を投入 した くない とい う控 訴 人 の意向 に沿 って な され た

もので あ る として も,控 訴 人 の証 券取 引 に対 す る経験 の浅 さか ら して信 用取

引 を勧誘 す るの は いかに も早 過 ぎる との誹 りを免 れ ない もの であ り,(b)控 訴

人が証券 取 引 を開始 した平 成2年3月9日 か ら僅 か5か 月の間 に母 親名 義及

び本 人名 義 で被 控 訴 人に支 払 った金額 は1億7935万 円の高額 に達 してお り,

控 訴 人が被控 訴 人か ら払戻 し を受 け た金額3355万5251円 を差 し引 いて も,控

訴人 が証 券 取引 に投 資 した金額 は1億4579万4749円 もの 多額 に達 してい る う

え,こ の 間に控 訴 人が被控 訴 人 に支 払 った取 引手数 料額 は,信 用取 引分 と現

物 取 引分 とを合 算 す る と,670万 円以上 に及 ん でお り,そ して,(c)平 成2年

8月2日 及 び3日 に信 用 取 引 に よ り購 入 した任 天堂 株5000株(本 件証券57ない

し60)の 取 引 は,信 用 取 引 に よ る とはい え,1銘 柄 に対 して合 計1億6000万

円余 を投 資 す る とい う もので あ って,そ れ までの信 用取 引 に よ る購 入 の態様

が,最 も多額 の投 資 の場 合 で も1銘 柄 に対 して4～5000万 円程 度(本 件証券
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ユ3,14の任天堂,15,ユ6の 大東建託,21,22の スター精密,40,41の ファナック,46な い

し48のファナック),あ るいは7000万 円程 度(28な いし31のスター精密)で あ るの に

比べ る と,さ らに危 険性 の高 い取 引 で あ っ た こ とな どの 点 を勘 案 す るな ら

ば,控 訴 人に は一定 の範囲 内の信用 取 引 であれ ば これ を行 う資金 的余 力が あ

った とは い え,少 な くとも,控 訴 人が証 券取 引 を開始 す るに至 った 当初 の勧

誘 か ら平 成2年8月2日 及 び3日 に任 天 堂 株5000株(本 件証券56な いし59)を

購 入 され た ころ までの 辰 己の勧 誘行為 につ いて は社会 通 念上許 容 され た限度

を超 え る違法 な勧誘 であ る と認め ざる を得 ない。

4本 学における民法 ・民事訴訟法分野の演習科 目の特色

最後 に,本 学 にお け る民 法 ・民事 訴 訟 法分 野 の 演 習科 目の特 色 と思 われ る点

を,3点 ほ ど挙 げ たい。

第1は,要 件 事 実教 育 の位 置付 け で あ る。 本 学 に お い て は,第3セ メス ター

(2年 次前期)配 当の 民事 法総合1に お い て,要 件事 実 の 基礎 理論 を学 習す る。 こ

の こ とに よって,訴 訟 に おけ る攻撃 防御 の観 点 か ち事 案 を分 析 す る とい う視 点

を,他 の科 目で も一 貫 して育 む こ とが可 能 に なって い る。

第2は,事 案 を分析 し,法 的 問題 点 を発 見 す る能 力 を,段 階的 に育 成 す るよ う

カ リキュ ラム を編成 し,各 科 目の教育 内容 もそれ に応 じて展 開 させ て い るこ とで

あ る。上 記 の定期 試験 問題 を横 断 的に見 れば わか るよ うに,第3セ メス ター か ら

第5セ メスター に向け て,比 較 的単純 な事例 か ら複雑 な事例 へ,実 体 法 ・手続 法

が分 化 した問題 か ら融合 した問題 へ,と い う形 で授 業 内容 は相 互 に連 環 して い

る。

第3は,少 人数 クラスで の双 方 向授 業 で あ る。上 記 の演 習科 目では,本 学 の特

色 で あ る少 人数教 育 を実 践す るため,定 員50名 を原 則3ク ラスに分 け,課 題 や レ

ポー トの検 討 を中心 とした双方 向授業 を行 ってお り,学 生 の事案分 析 力,問 題発

見能 力,文 章作 成力 を育 む よ うに して い る。

本 年度 までの取 り組 みに よって,法 科大 学院 の教 育 内容 は一 応 の完 成 を見 た こ

とに な るが,本 学 にお け る教 育 内容 が期 待 どお りの成 果 を上 げ るこ とが で きるか

どうか は今 後 の検 証 課題 で あ る。 また,「 課 題 が過 大 で あ る」3)といっ た学生 か ら
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の要望 も恒 常 的に あ り,教 育側 が解決 しなけ れば な らない課題 も多い。 上 記 の よ

うな特 色 を活 か しなが ら,カ リキュ ラムや 授業 内容 を点検 し,さ らに充実 した も

の としなけれ ば な らない。 開設 当初 の熱意 を改め て胸 に抱 きつ つ,戦 いはセ カ ン

ドステー ジへ と続 く。

3)笠 井正俊 ・前掲注1に も,学 生か ら同様の声が上がっていることが紹介 されている。学

習効果を高める観点か ら,カ リキュラム全体の中で調整 し,成 熟させてい く必要がある。


